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あけましておめでとうございます 

昨年 9月には、山形市立小中高等学校５２校が全てコミュニティ・スクールとなりまし

た。それに伴い、令和５年１月１日時点で小中３１校に地域学校協働活動推進員（以下「地

協推進員」と記載）が配置され、順調に地域学校協働活動が機能的に行われるようになっ

てきています。おそらく、令和５年はさらに地協推進員の配置が進み、活動自体

の多様化や多くの学校と地域の連携が見られるのではないかと楽しみにしてい

ます。今年もよろしくお願いいたします。 

令和３年度に学校運営協議会が設置された学校、地協推進員が配置された学

校が多いために令和５年３月３１日に任期満了となる学校が多くなり、手続き

上の説明が必要と考え、１月の小中それぞれの教頭会に本課が出向く予定です。 

 

地協推進員の活動とは 

これまで地協推進員の委嘱にあたって、保険の加入と事前の個別説明会を行ってきまし

た。令和４年度は以下の資料を使いました。これから配置予定の学校は参考にして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web版 



山形市教育委員会

活動内容
選択
項目

項目内容 実際の活動

（１）地域の
課題解決に必
要な総合的な
連絡調整に関
する活動

1
地域学校協働活動に係る情報交換・
打合せ等

・地域住民等へのあいさつ、訪問
・地域住民等から学校に対するの要望の聴取
・地域住民等からの地域の実態や状況等の説明
・教職員へのあいさつ
・教職員から地域に対する要望の聴取
・教職員からの学校の実態や状況等の説明
・地域学校協働活動推進員相互の情報交換

2 地域学校協働活動内容の企画・立案

・教職員や地域住民等との活動内容の検討
・当日スケジュールの作成
・使用物品等の確認
・活動場所の確認

3 地域学校協働活動の事前準備

・地域住民等への電話連絡や直接の依頼、案内文書等の作成
・地域住民等との顔合わせや説明、打合せ
・教職員への説明や打合せ
・地域住民等の人数調整や役割分担等の計画の作成
・参加する児童・生徒、保護者への案内文書やポスター、ちらしの作成
・参加者の名簿作成
・活動場所の整備
・必要な資料の作成

4 地域学校協働活動当日の活動

・活動場所の準備・片付け
・使用物品の準備・片付け
・参加者（児童生徒や地域住民等）の出席確認
・地域住民等の調整
・教職員や地域住民等に対する活動内容の説明や指示、助言
・施設等での事務手続き

5 地域学校協働活動実施後の活動
・地域学校協働活動に係るお便り等の作成やホームページの更新等
・児童・生徒が作成した地域住民等、施設等への礼状の配布・送付

6 学校運営協議会の開催に向けた準備

・校長や学校運営協議会会長・委員との事前打合せ
・地域住民等、企業等との情報交換
・資料の作成
※いずれも地域学校協働活動に係る事項に限ります。

7
学校運営協議会における情報収集及
び情報提供、コーディネート

・学校運営協議会の進行やグループワークのファシリテーター、または
オブザーバーとしての参加

8
その他協議体における情報収集及び
情報提供

・地域学校協働活動に関係する地域の団体（公民館やコミュニティセン
ター、地区振興会等）の会議への参加

9
地域学校協働活動についての説明・
情報提供

・教職員や、地域住民等、保護者への地域学校協働活動の説明（研修会
講師、事例発表者等）
・説明資料の作成

※謝礼対象とする場合は研修会の主催者による謝礼を受け取ることはでき
ません。
※地域学校協働活動以外の講話や事例発表を行う場合は謝礼対象にはな
りません。

10 地域学校協働活動に係る情報収集
・地域学校協働活動につながる授業や活動の参観
・地域学校協働活動につながる施設、企業、文化財等の視察

（５）その他 11 活動なし 活動なし

地域学校協働活動推進員活動状況報告書の選択項目

（２）地域・
学校の教育活
動に対する支
援、企画及び
参加促進に関
する活動

（３）学校運
営協議会その
他の協議体と
の必要な連携
調整に関する
活動

（４）その他
推進員の設置
の目的を達成
するために必
要な活動

※地域住民等・・・ここでは地域学校協働活動に参画する地域住民、学生、保護者、ＮＰＯ、民間企業、団体・機関等の幅広い
　　　　　　　　　地域住民を意味しています。

 活動していただく中で地協推進員の方々より、「①地協推進員同士の連携②地協推進員の

認知③毎月提出する報告書の作成」が課題とのご意見をいただきました。今年度これらの

課題の改善を行いました。①については地協推進員情報交換会を開きました。②について

は地協ニュースや HPでの広報活動を行い、名刺を作成して各所に渡していただきました。

③については令和５年度より下記のように報告書の謝礼対象の活動内容を分類化して選択

性にすることで改善を図ります。活動が進み多岐にわたることで、報告書が複雑にならな

いよう簡略化を図りました。地協推進員の方々には改めて説明する予定です。 

 令和５年度からの改正点がもう一つあります。これまで、地協推進員の活動時間は年間

４０時間を上限としていましたが、令和４年度までに推進員を配置した学校➡４８時間上

限、令和５年度から推進員を配置する学校➡２４時間上限となる予定です。確定後に改め

てお知らせしますが、次年度の活動を計画する際の参考にしてください。 

 


